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告 示

北海道告示第３２８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２２年４月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
サーバ等機器 一式

２ 落札を決定した日
平成２２年４月６日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社ＨＢＡ
� 住 所 札幌市中央区北４条西７丁目１番地８
４ 落札金額
２９，２９０，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年２月１９日付け北海道告示第１１４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総務部人事局人事課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第３２９号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２２年４月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２２．４．８ 篠津中央土地改良区
同 ２２．４．９ 鵡 川 土 地 改 良 区

北海道告示第３３０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、平成２２年４月２１日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２２年４月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
地区名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
小 川 ため池等整備［一般型］ 北海道留萌振興局
南明里 同 ［用排水施設整備］ 同

北海道告示第３３１号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２２年４月２０日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 �別市川岸３、９、１６の１、１６の２、１７の１、１７の２、
２３の１、２３の２、２４、２８の１、２８の２、２９、３４、３５、４０の
１から４０の３まで、４１、４６の１、４６の２、４７、５２の３、５３、
５４の１、６０の１、６０の２、７８、７９、８８、８９の１、９８の１、
９９の１、９９の４、１１３の１、１１３の２、１１６、１２２、１３３、�
別９１の１から９１の３まで、９１の５、９２の１から９２の４まで

２ 指 定 の 目 的 水源のかん養
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３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道水産林務部林務局治山課及び�別市
役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３３２号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２２年４月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 富良野市５７０２の３地先（次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び富良野市役所に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３３３号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２２年４月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

天塩郡遠別町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び遠別町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３３４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規定による保
安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条
の規定により、その通知の内容を中富良野町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成２２
年北海道告示第２９１号のとおりである。
平成２２年４月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
空知郡中富良野町字フラヌ１９９７の１所在の森林について所有権を有する

片 山 啓 二
空知郡中富良野町字フラヌ１９９７の２所在の森林について所有権を有する 大休寺
空知郡中富良野町字ナエ１６４７の９所在の森林について所有権を有する 布 施 末 松
空知郡中富良野町字上富良野２２３９の６所在の森林について根抵当権を有する

株式会社エシック
空知郡中富良野町字上富良野２２３９の６所在の森林について根抵当権を有する

有限会社菱和コーポレーション

北海道告示第３３５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２２年４月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� ＰＰＣ用紙（Ａ４）１冊（５００枚／冊）当たりの単価
調達予定数量 １２０，０００冊

� ＰＰＣ用紙（Ａ３）１冊（５００枚／冊）当たりの単価
調達予定数量 ２，０００冊

２ 落札を決定した日
平成２２年４月１日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 株式会社大塚商会
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イ 住 所 東京都千代田区飯田橋２丁目１８番４号
�ア 氏 名 大丸藤井株式会社
イ 住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地

４ 落札金額
� ２２０円
� ４４０円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年２月１９日付け北海道告示第１１８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道出納局会計事務センター
� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

正 誤

○平成２２年３月３１日（号外第５号）
北海道規則第３０号（北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例施行規則の一部
を改正する規則）中に誤りがあったので訂正する。
ページ 欄 行
３ 右 １９
誤 「第３６条」に、
正 「第３６条」に、「第３１条」を「第３７条」に、
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